


























29Journal of Sewerage, Monthly　Vol.48, No.1, 2025

大大大胆予測2050年に向けて
特集

	 はじめに

本誌読者の皆さんは「下水サーベイランス」あ
るいは「下水疫学（調査）」という言葉を見聞きし
たことがあるはずです。新型コロナウイルス感染
症の拡大に伴い、「PCR検査」と同様に新聞や
ニュースで大きく取り上げられ、その有用性が一
躍脚光を浴びました。新型コロナウイルスの下水
サーベイランスは、まさにこのPCR技術を応用し
て下水中のウイルスの濃度を測定することで地域
の感染状況を把握する新たな疫学調査手法です。
さらに、下水中のウイルス遺伝子の塩基配列を
シークエンシング技術により解読することで変異
株の検出も可能であり、特定の地域における変異
株の侵入を早期に検知できることも、すでに示さ
れています。現在、下水サーベイランスは、国内
外の数多くの都市で実装が進んでおり、感染症の
監視ツールの一つとして確固たる地位を築きつつ
あると言えるでしょう。
本稿では、下水サーベイランスの技術開発の最
新動向や国内外の実装事例を紹介し、2050年に目
指すべき技術的到達点や未来社会への貢献のあり
方などについて「未来予想図」として提言します。

	 	 下水サーベイランスの
歴史からの未来予想

ミレニアム（2000年）から本年で25年、2050
年まで25年です。2050年の未来を予想するうえ
で、2000年からの25年の歩みを振り返ってみま
す。
図－１に、下水サーベイランスをめぐるこれま
での経緯と未来予想の概要を示しています。
2000年当時、「下水サーベイランス」や「下水
疫学（調査）」という言葉は存在しませんでした。
下水からの病原体検出が、感染症サーベイランス
や疫学調査の一つとして市民権を得ていなかった
からです。技術的にも本分野にPCRの導入が進む
前の過渡期でした。当時、下水からの病原体検出
の「ゴールドスタンダード」は培養法であり、エ
ンテロウイルスなどの腸管系ウイルスを対象に
PCRでの検出が技術的に可能であることが研究
段階として報告されていたころでした。現在と
なっては当たり前となっている下水中のウイルス
のPCRによる定量（濃度測定）のデータや、コロ
ナウイルスやインフルエンザウイルスといった呼
吸器系ウイルスの下水からの検出事例の報告は皆
無でした。

	

下水サーベイランスの未来予想図
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それから25年の間、PCRをはじめとした分子生
物学的手法の飛躍的な進歩および普及と相まっ
て、下水サーベイランスも技術的に大きな進展を
遂げ、社会実装が実現することとなりました。上
述のとおり、現在では当たり前のように定量PCR
により下水中の新型コロナやインフルエンザなど
の呼吸器ウイルスの濃度を測定することが可能に
なり、シークエンス技術による変異解析も社会実
装されています。研究機関に限らず、民間企業や
自治体でもこのような技術を活用した下水サーベ
イランスの事業が実施されています。25年前と
は、文字どおり隔世の感があります。
それでは、2025年までのこれから25年で、どの
ような進展が期待・予想できるでしょうか。これ
までの25年の歩みを振り返ると、25年後には現在
とはまったく異なる次元まで技術が進化し、天気
予報のように市民が当たり前に参照する情報に
なっていることも、決して夢物語ではないでしょ
う。
都市を一つの生命体、そして都市水循環を血液
の流れに見立てるならば、下水道は都市における
代謝産物が流れる「静脈」に相当し、下水サーベ
イランスはまさに都市全体の健康診断と言えるで

しょう。我々が健康管理のために定期的に静脈か
ら採血をして健康診断をするように、あらゆる自
治体で都市全体の感染リスク管理のために下水
サーベイランスが実施される未来もそう遠くはな
いかもしれません。

	 国内での
下水サーベイランスの実情

国内では、札幌市、神奈川県、石川県小松市、
兵庫県養父市などが定期的・継続的に下水サーベ
イランスを実施・公表しており、市民からの期待
と信頼を得ています（図－２）。これらの自治体で
は、下水サーベイランスの結果を行政施策や市民
の行動変容に活用し、感染症対策に大きく寄与し
ています。さらに、今年度より、SARS-CoV-2下
水サーベイランスは厚生労働省の感染症流行予測
調査事業感染源調査に新たに加わりました。上記
自治体に加えて、国立感染症研究所が調査する13
の自治体のデータがウェブサイト（https://nijis.
jp/）で公表されています。
2024年６月21日に閣議決定された「骨太の方針

2024」では、「下水サーベイランスを含め、次な
る感染症危機への対応に万全を期す」と明記され、

	

次のパンデミックで検査インフラとして活用、早期収束に貢献2050

“感染症の天気予報” としての社会での活用

世界の下水データ共有システムの稼働2040

“１施設に１台下水サーベイランス自動装置” の実現
AI の活用採水～分析の全自動機器の開発・実用化2030

全国の数百拠点で下水サーベイランス実施

未来予想

2025 社会実装の実現、インフルエンザ等への対象の拡張
検出法の高感度化・自動化等の技術革新COVID-19 への適用2020

ノロウイルスを対象にした仙台での実証ポリオ環境水サーベイランス開始
次世代シークエンサーの普及

2010
分子疫学的解析（シークエンス）の概念実証

季節変動や除去率等の定量データ蓄積定量PCRの普及

定性PCRによる検出2000

図－１　下水サーベイランスをめぐるこれまでの経緯と未来予想
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下水サーベイランスの実施が明確に位置付けられ
ました。一方、日本は下水道普及率が80％を超え、
高度な検出技術等を有しており、さらにGDPも先

進国のなかでも高い水準にあるにもかかわらず、
下水サーベイランスの実施規模は世界的に見て極
めて小さい状況です（図－３）。他の先進国並みに

左上にプロットがある国ほど下水サーベイランスの実施に積極的であることを示す
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図－３　各国の下水サーベイランスの採水箇所数とGDP
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図－２　札幌市の下水サーベイランスデータ
出典：札幌市ホームページ（https://www.city.sapporo.jp/gesui/surveillance.html）
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実装をするのであれば、現在の実装規模の10倍以
上に当たる200 ～ 400処理場あたりが目標レンジ
になるでしょう（図－３）。今後、厚生労働省、国
土交通省等の連携による下水サーベイランスの拡
充と社会実装が強く期待されます。

	 技術の進化

4.1　世界最高水準の高感度検出系の開発

新型コロナウイルスが世界的に猛威を振るっ
た2020年当初、日本の感染者数は諸外国と比較
して極端に少ない状況でした。そのため、下水中
に排出されるウイルス濃度も低く、海外で用いら
れていた従来法では検出が困難でした。日本での
社会実装のためには、検出感度の飛躍的な向上が
必要でした。そこで、筆者らは産学連携の共同研
究を実施し、世界最高水準の高感度検出系

（EPISENSTM、COPMANTMなど）の開発に成功し
ました。現在、これらの高感度検出系を自動化す
る取組みも進んでいます。

4.2　グローバルでのデータ共有

欧州を中心に、Global Consortium for Waste-
water and Environmental Surveillance for Pub-
lic Health（GLOWACON）などの国際的なコン
ソーシアムが発足しました。この活動は、下水や
環境監視を通じて公衆衛生の維持を目的としてお
り、以下の方法でビッグデータの活用を目指して
います。 
 データ統合と解析

下水サンプルから得られる遺伝情報や化学物
質のデータを統合・解析することで、地域社会や
空港・港湾など交通ハブの健康リスクを評価
 リアルタイム監視

収集されたデータをリアルタイムに監視し、異
常を早期に検出することで、迅速な対応システム
を構築

今後パンデミックが発生した際には、グローバ

	

ルで迅速にデータが共有され、現在の感染状況が
リアルタイムに把握できることが期待されます。

	 環境と健康への影響

5.1　�気候変動によるパンデミックや
AMRへの対応

地球温暖化による生態系の変化やグローバル
化に伴う人の移動の増加は、新たな感染症のリス
クを高めています。下水サーベイランスは、これ
らの変化を追跡し、パンデミックの早期発見や薬
剤耐性菌（AMR）の監視に役立ちます。

5.2　化学物質モニタリング

下水からはウイルスだけでなく、麻薬や覚せい
剤などの化学物質も検出可能です。通常、麻薬等
の使用実態を把握することは困難ですが、下水
サーベイランスを用いることで、重点的な対策エ
リアの絞り込みに成功しています。そのほかにも、
栄養状態を反映する化学物質のモニタリングなど
も研究されており、応用範囲のさらなる拡大が期
待されます。

	 社会的・経済的影響

6.1　国際連携と国際標準化の動き

次なるパンデミックに備え、国際的な連携や標
準化が加速しています。GLOWACONの主導によ
り、グローバルでのデータ共有に向けて具体的な
ルール形成が進行し、ISOでも議論が進んでいま
す。また、世界同時航空機サーベイランス調査が
実施され、次のパンデミックを想定したグローバ
ルでの協調した監視体制網の構築など、国際的な
実装が進んでいます。

6.2　経済的効果

下水サーベイランスは費用対効果が高いと直
感的に考えられてきましたが、近年、経済性に関
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する研究が複数発表されています。筆者らと早稲
田大学のYoo教授らとの共同研究では、下水サー
ベイランスの経済性が示されました。
日本国内の長期介護施設においてCOVID-19の

スクリーニング検査を実施する場合、一次スク
リーニングの手法として抗原検査よりも個別施設
における下水サーベイランスを用いるほうが、経
済効率を改善し、費用削減を実現する可能性が高
いことをシミュレーションで提示しました。また、
費用便益分析を実施した結果、支払っても構わな
い金額（支払い意思額）は１世帯あたり平均で年
間2,100円（中央値800円）であることも発表しま
した。さらに、米国RAND研究所も疾患早期検知
による死亡率減少の費用対効果を報告していま
す。
このように、下水サーベイランスの導入によ

り、投入するコスト以上の効果が得られることが、
複数の研究グループから明らかにされています。

	 2050年の目指すべき社会像と
下水サーベイランスの役割

現在我々は、感染症の脅威、気候変動、人口減
少など、多くの社会課題に直面しています。2050
年に向けて、「人類の幸福度の最大化」と「持続可
能な社会の実現」の両立が目指すべき社会像の一
つであると考えられますが、下水サーベイランス

	

を通じてその実現に貢献することが筆者らの大き
な目標です。下水サーベイランスは、公衆衛生の
向上、環境保護、そしてエビデンスに基づく政策
立案（EBPM）を通じて、これらの目標に大きく
貢献する可能性を有しています（図－４）。

7.1　リアルタイムで街の「健康診断」を実現

下水は、ウイルスや細菌、薬物、さらには環境
汚染物質に関する貴重な情報を含む「健康指標」
の宝庫です。最新のセンサー技術やAIによる自動
化とオンサイト分析により、下水中のデータをリ
アルタイムで網羅的に収集・解析することで、ま
るで「街の健康診断」のように住民の健康状態や
栄養状況、さらには服薬のトレンドまで把握する
ことが可能です。これにより、感染症の流行や公
衆衛生上のリスクを、天気予報のように予測し、
迅速な対応策が可能になります。

7.2　データ駆動型の意思決定と政策立案

収集した下水データを科学的エビデンスとし
て活用し、地域ごとの健康状態に応じた柔軟な政
策立案が可能になります。「１処理場に１台」の下
水サーベイランス装置の配備によって全国規模で
リアルタイムの健康情報を集約し、政策に反映す
ることで、資源配分や予防策の策定においても
データ駆動型の意思決定が実現します。

持続可能な環境管理持続可能な環境管理持続可能な環境管理

データ駆動型意思決定データ駆動型意思決定データ駆動型意思決定

迅速な対応の実施迅速な対応の実施迅速な対応の実施

リアルタイムデータ収集リアルタイムデータ収集リアルタイムデータ収集リアルタイムデータ収集リアルタイムデータ収集
•下水からウイルス、細菌、薬物、
環境汚染物質などの情報を収集
•感染症の流行や公衆衛生上のリス
クを早期に検知

•感染症の拡大を防ぐための迅速な
対応策を実施
•公衆への情報提供と啓発活動を効
果的に行う

•下水データを活用して環境汚染の
状況を監視

•環境政策や都市計画にエビデンス
を反映

•収集したデータを分析し、エビデ
ンスとして政策立案に活用

•資源配分や予防策の策定に科学的
根拠を提供

図－４　2050年の下水サーベイランス像
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7.3　感染症リスクの予測と迅速な対応策

下水サーベイランスによる早期検知は、感染症
の拡大を防ぐための迅速な対応策の一つとして実
施を可能にします。さらに、公衆への情報提供と
啓発活動を効果的に行うことで、市民の意識向上
と行動変容を促進し、感染症対策の効果の最大化
に貢献します。

7.4　環境に優しい社会の構築

下水データを活用して環境汚染物質の状況を
継続的に監視することで、マイクロプラスチック
やPFASなどの問題にも対処できます。これらの
データを環境政策や都市計画に反映させること
で、持続可能な環境管理が実現し、より環境に優
しい社会を構築できます。

7.5　�エビデンスに基づく
包括的ガバナンスの実現

下水サーベイランスによって取得されたデー
タをリアルタイムで公開し、AIが分析すること
で、エビデンスに基づいた政策決定が支援されま
す。多様な価値観を考慮しつつ、客観的な根拠に
基づいた政策立案が可能となり、社会課題の解決
に大きく貢献できます。

	 結論

コロナ禍を経て、下水サーベイランスは公衆衛
生における革新的なアプローチとして、その重要

	

性が国際的に認識されました。日本が技術的・研
究レベルで世界をリードするこの分野において、産
官学連携のもと、研究開発と実装をさらに加速さ
せることが求められます。それは、感染症対策の
みならず、環境モニタリングや社会課題の解決に
も大きく貢献する可能性を秘めています。持続可
能な未来を実現するために、下水サーベイランス
のさらなる発展と社会実装が強く期待されます。

※　※　※

本稿では、これまでの下水サーベイランスの経
緯を振り返り、技術開発や社会実装の現状を整理
したうえで、2050年の姿を「未来予想図」として
描き議論しました。25年後に本稿を振り返り、「答
え合わせ」をする際、どの程度その予想が実現し
ているか楽しみです。同時に、著者らもこの未来
像の実現に向け、産学協働による取組みをさらに
加速させていく決意です。
本稿が、ミレニアムから四半世紀を迎える今、
今後の下水サーベイランスの羅針盤となることを
期待しています。
なお、本稿は日本下水サーベイランス協会を代
表して執筆したものではありません。本稿に関す
るお問い合わせは、下記の執筆者電子メールアド
レス宛にお寄せください。
北島（kitajima@env.t.u-tokyo.ac.jp）
小林（hiroyuki.kobayashi@shionogi.co.jp）
岩本（ryo.iwamoto@advansentinel.co.jp）
谷戸（Yoshihiko_Yato@njs.co.jp）
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大大大胆予測2050年に向けて
特集

	 新たな時代に備えた
下水道システムの必要性

近代下水道のはじまりは、18世紀に遡る。欧州
のコレラ流行を発端として、都市の衛生状態を改善
するために飲用水源とし尿の分離を目的とした下
水管路網の整備が1840 ～ 1860年代にかけて急速
に進められた。この頃、卵形下水管や各戸給水を
前提とした水洗式トイレなどがEdwin Chadwick
らによって開発され１）、その設計思想は現代の下
水道システムの基礎として受け継がれている。

当初、下水の排除機能のみで始まった下水道シ
ステム（ここでは「下水道1.0」と称する）であっ
たが、19世紀後半には沈殿による終末処理がアメ
リカやイギリスで導入され、続いて1914年に活性
汚泥法による生物処理が開発されて1916年にテ
キサス州で初めて導入された２）、３）。日本で最初に
終末処理が導入されたのは1922年の三河島汚水
処分場である（図－１）。ご存知のとおり、活性汚
泥法は現在まで下水道の終末処理における中心的
役割を果たしている。このように18世紀半ば～19
世紀前半にかけて、汚水排除のための「下水道1.0」
から終末処理場による処理機能を付加された「下
水道2.0」までおよそ50 ～ 60年間で現代の下水道

	

システムの基礎ができあがったと考えてよい。そ
の後現在まで100年の間に、高度処理による栄養
塩除去などの発展を遂げてきているものの、下水
道システムに革新的な機能や価値を導入するまで
には至っていない。

都市を縦横無尽に走る管路網によって人々の
営みから生じた老廃物を一手に収集している下水

「下水道 3.0」を軸とした
2050年に向けた
下水道インフラの課題と展望

金沢大学 理工研究域 地球社会基盤学系 教授
日本下水サーベイランス協会 理事、博士（工学）　　本  多　 了

2050 年を大胆予測

図－１　三河島汚水処分場の施設配置図

出典：�研土会（金沢高等工業学校［のちの金沢大学工学部］土
木工学科同窓会）会報第弐号（1923）の視察報告より。
処理方式は散水ろ床法
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道インフラには、まだまだ大きな可能性が秘めら
れているはずであり、「下水道1.0」から約200年
となる2050年以降の新たな世代に向けたインフ
ラとして、それらを昇華する技術革新が望まれる。
本誌に寄稿させていただいた2022年の拙稿４）に
て付加価値を生む下水道の技術革新を目指した
「下水道3.0」の考えについて提案をさせていただ
いた（表－１）。「下水道3.0」の詳細については前
稿に譲るが、人口減少や激甚災害の増加にも対応
した次世代の下水道システムのあり方について、
本稿で考えたい。

	 2050年以降に向けた
下水道システムの課題と展望

2050年以降に向けたインフラ維持管理の中長
期的な課題は、気候変動と人口減少への対応であ
ろう。気候変動については、2050年には全球平均
気温＋１℃の上昇（1977年比）で上昇し、それに
伴って豪雨の頻度が増加することが予測されてい
る。産業革命以前比で約＋1.8℃の全球平均気温上
昇によって、異常降水の頻度が2050年には＋1.5
倍（1977年比）になると予測されており５）それに
対応した雨水排除・貯留機能の強化が求められる。
また、豪雨の頻度増加によって、雨天時越流水
（CSO）の増加による水環境への汚濁負荷の増加
も懸念される。国内のある合流式処理区おいては、
合流式下水のうち流量ベースで23％が未処理で
放流され、それによる放流先への大腸菌および薬
剤耐性菌の年間負荷は、下水処理場放流水の約

	

5,000倍（＋3.7 log）に相当することを報告した６）。
「下水道3.0」においても、CSOを最小限に抑制す
る新しい収集・処理方式の開発が急務である。具
体的には膜ろ過を導入した一次処理や下水管路の
貯留機能の強化などが挙げられる。
人口減少については、接続人口の減少による料
金収入の低下が見込まれる。料金値上げが実現で
きなければサービス水準の低下は免れない。現在
でも料金収入だけで汚水処理費用を賄うのが困難
ななか、今後の状況を改善する見込みは小さく、
下水道サービスと料金に対する考え方を大きく転
換する必要があるであろう。
一つは、下水道インフラの付加価値を向上する
ことである。これは「下水道3.0」で提案する基盤
思想である。料金値上げや追加的な公的予算の導
入について、これまでと同様のサービス水準で利
用者や行政の納得を得るのは難しい。利用者や行
政が好意的に対価の支払いを欲するような下水の
収集・処理以外の新たな価値・サービスを付加す
ることでインフラの経済的価値を向上させること
が求められる。そのためには、官民連携パートナー
シップ（PPP）の深化、すなわち現行の維持管理
事業の委託によるコスト削減やアセットマネジメ
ントにとどまらず、例えば、運営効率化と技術向
上を目的とした民間企業から事業体への出向や、
民間企業のアイデアによる下水道インフラを活用
した多角的運営に対する投資や挑戦的意欲を促す
ような法整備・規制緩和などが考えられる。
もう一つは、上下水道会計の一体化である。下

表－１　次世代下水道システム「下水道 3.0」に期待される技術革新４）

四つのキーワードの頭をつなげると「SEWER」（下水道・下水管の意）となる

①　Sewer network utilization
　（管路ネットワークの活用）

下水疫学による地域の感染症流行情報収集、5G＋IoTを利用した管路センシング、
内水氾濫早期検知、管路内下水処理、など

②　Water quality improvement
　（放流水の水質向上）

雨天時越流水負荷ゼロ（または最小化）、MBR導入等による処理水質安定化、放
流先に合わせた処理水質デザイン、ウイルスや薬剤耐性の除去性能管理、など

③　Energy positive
　（エネルギー生産型下水処理）

メタン発酵によるエネルギー回収効率向上、微生物燃料電池、浸透圧発電、アナ
モックスによる高度処理の省エネルギー化、敷地利用による太陽光発電、など

④　Resource recovery
　（資源回収・資源生産）

再生水として水資源利用、汚泥堆肥や処理水を利用した食糧生産、処理水によ
る藻類バイオマス生産、など
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水道普及率が81％であるいま、水道を使ったら
81％の人が下水道に排水していることを意味す
る。一方、料金体系は、水道料金は独立採算制な
のに対して、 汚水処理は料金収入以外の財政に依
存せざるを得ない構造となっている。水道料金は
160円／m3（平成28年全国平均）７）で、料金回収率
は平成29年の全国平均が98.7％８）であり、ほぼ水
道料金≒浄水原価となっている。それに対して、
下水道の汚水処理原価は平成25年全国平均で154
円／m3（うち資本費80円／m3）であるが、経費
回収率は全国平均で76.7％にとどまっている９）。
上水道と下水道を含む汚水処理は一体的なインフ
ラと考えることで、水循環基本法で謳われている
健全な水循環の一翼を担うインフラとして機能す
ることができる。その考えに基づけば、水を引い
てから使って処理して返すまでを一体とした水利
用全体に対して料金設定をするのが妥当ではない
だろうか。水利用料金（水道と汚水処理の一体料
金）を下水道整備区域かどうかに関わらず導入す
ることは、下水道未普及地域における水環境の保
全にも資することができる。例えば、下水道未接
続の地域や世帯では徴収した水利用料金から、下
水道接続工事や合併浄化槽の維持管理、単独浄化
槽からの切替への財政的補助を行うことで、下水
道接続率の向上や浄化槽の適切な管理運営や高度
処理化による処理水質の向上などを促すことが可
能になると考えられる。水道事業が国土交通省に
移管されたことは、これまで以上に上下水道の一
体運営が進む好契機である。

事業連携の潜在的可能性は上下水道分野に留ま
らず、例えば、上下水道一体による水利用の料金
設定を流域の水資源の過不足に連動させることに
よる水資源保護、流域治水と連携した下水道の雨
水排除機能の強化・活用と制御なども期待される。

	 おわりに

本稿では2050年に向けた大胆予測ということ
で、大胆で自由な意見を書かせていただいた。筆
者の理解不足や大胆すぎて抵抗を感じる内容もあ

	

るかもしれない。ただ、2050年は遠いようですぐ
目前である。人口減少と施設老朽化が進む日本に
おいて、現在の運用の延長では、下水道インフラは
社会にとって大きなコストになってしまう。新しい
発想と考え方に基づいたシステムの根本的な設計
思想の見直しについて、次の時代を担う若い世代
が中心となって新しい知恵を出し合い、さらにみな
がそれを後押しすることによって、次世代の下水道
インフラの新たな道が拓けていくと期待したい。

〈参��考��文��献〉
１） Metropolitan Sanitary Commission （1848） First Report 

of the Commissioners Appointed to Inquire Whether Any 
And What Special Means May Be Requisite for the Im-
provement of the Health of the Metropolis, with Minutes 
of Evidence. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/
PMC5199393/

２） L. Metcalf & H.P. Eddy （1928） AMERICAN SEWRAGE 
PRACTICE. Vol.Ⅰ-Design of Sewers. Second Edition. 
McGRAW-HILL BOOK COMPANY. https://upload.
wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/American_
sewerage_practice_%28IA_cu31924004084855%29.pdf

３） L. Metcalf & H.P. Eddy（1935） AMERICAN SEWRAGE 
PRACTICE. Vol.Ⅲ-Disposal of Sewage. Third Edition. 
McGRAW-HILL BOOK COMPANY. https://upload.
wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/American_
sewerage_practice_%28IA_cu31924004084871%29.pdf

４） 本多了（2022）下水道 2.0：付加価値を生む下水道の技
術革新を目指して．月刊下水道 Vol. 45, № 5, pp.81-85.

５） Murakami,H., Delworth,T.L., Cooke,W.F., Kapnick, S.B.＆
Hsu, P.-C.（2022） ‘Increasing frequency of anomalous pre-
cipitation events in Japan detected by a deep learning au-
toencoder’, Earth’s Future, 10⑷, p.e2021EF002481. 
https://doi.org/10.1029/2021EF002481

６） Ryo Honda*, Chihiro Tachi, Keisuke Yasuda, Tatsuki Hi-
rata, Mana Noguchi, Hiroe Hara-Yamamura, Ryoko Yama-
moto-Ikemoto, Toru Watanabe（2020） Estimated discharge 
of antibiotic resistant bacteria from combined sewer over-
flow of urban sewage system. npj Clean Water 3, 15. 
https://doi.org/10.1038/s41545-020-0059-5

７） 総務省自治財政局公営企業経営室（2016）水道事業経営の
現状と課題．https://www.soumu.go.jp/main_content/0005
55182.pdf

８） 総務省自治財政局公営企業経営室（2017） 水道事業の課
題と取組について．https://www.soumu.go.jp/main_
content/000618172.pdf

９） 総務省自治財政局公営企業経営室（2015）下水道財政のあ
り方に関する研究会（平成26年度～平成27年度）資料2．
https://www.soumu.go.jp/main_content/000365822.pdf









　 

　 



  

　 



2023 年 11 月 8 日 

6600  件件をを超超ええるる「「下下水水ササーーベベイイラランンスス事事業業のの実実施施をを求求めめるる意意見見書書」」がが  
全全国国のの自自治治体体議議会会でで採採択択さされれままししたたののでで、、ごご報報告告ししまますす  

全国８府県、59 市区町(計 67 自治体)において 9 月初旬から 10 月末にかけて、各自治体の
秋の議会で「下水サーベイランス事業の実施を求める意見書」が採択されました。今後、内
閣官房⾧官、厚生労働省、国土交通省宛に意見書が送付される見込みです。

●秋の議会(9月初句～10月末） で「意見書」を採択した自治体
（日本下水サーベイランス協会調べ）
札蜆市、北海道小樽市、北海道旭川市、北海道室蘭市、北海道岩見沢市、北海道芦別市、北
海道歌志内市、北海道登別市、北海道恵庭市、北海道伊達市、北海道北広島市、北海道七飯
町、北海道八雲町、北海道余市町、青森市、仙台市、福島県、茨城県牛久市、群馬県前橋
市、埼玉県春日部市、埼玉県草加市、千葉県市川市、千葉県松戸市、千葉県八千代市、東京
都新宿区、東京都文京区、東京都墨田区、東京都葛飾区、東京都江戸川区、東京都立川市、
東京都調布市、東京都町田市、東京都東久留米市、東京都多摩市、神奈川県座間市、富山
市、石川県、長野県、岐阜県大垣市、滋賀県、滋賀県甲賀市、京都市、京都府向日市、京都
府長岡京市、大阪府、大阪市、堺市、大阪府豊中市、大阪府枚方市、大阪府泉佐野市、大阪
府寝屋川市、大阪府松原市、大阪府羽曳野市、大阪府摂津市、大阪府高石市、大阪府藤井寺
市、兵庫県加古川市、兵庫県宝塚市、和歌山県、高知県、高知県南国市、北九州市、福岡県
大牟田市、福岡県直方市、大分県、大分県別府市、宮崎市

おお知知ららせせ
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年 月 日

「「骨骨太太のの方方針針 」」 令令和和 年年 月月 日日閣閣議議決決定定 にに
「「下下水水ササーーベベイイラランンスス」」にに関関すするる記記述述がが記記載載さされれままししたた

月 日 金 、「経済財政運営と改革の基本方針 いわゆる骨太の方針 」が閣議決定されました。
「本文第 章 ６．幸せを実感できる包摂社会の実現（２）安全・安心で心豊かな国民生活の実現」
の中の、「（安全・安心）」 に「新型コロナウイルス感染症のり患後症状やワクチンの副反応につ
いての実態把握に資する調査・研究等を進める。平時からの情報収集・分析、ワクチン・診断薬・治
療薬の研究開発、人材育成、下水サーベイランスを含め、全面改定後の「新型インフルエンザ等対策
政府行動計画」に基づき、次なる感染症危機への対応に万全を期すとともに、 年４月に、国立
健康危機管理研究機構を創設し、質の高い科学的知見を迅速に提供する。」と記載されました。
詳しくは内閣府のホームページをご覧ください。【経済財政運営と改革の基本方針 】

「「新新型型イインンフフルルエエンンザザ等等対対策策政政府府行行動動計計画画」」（（令令和和６６年年６６月月 日日時時点点案案））
ににおおいいててもも「「下下水水ササーーベベイイラランンスス」」がが記記載載さされれてていいまますす

月 日（月）、第 回「新型インフルエンザ等対策推進会議」が新藤 義孝大臣（感染症危機管理担
当）の下で開催されました。昨年 月から推進会議において政府行動計画改定の議論を重ね、今春のパ
ブリックコメントを通じて得られた国民の意見を反映した政府行動計画の改定案が公表されました。
その行動計画の中で、「下水サーベイランス」は、「新技術」として に記載されるとともに、「
平時に行う感染症サーベイランス」 に「国は、感染症サーベイランス体制の強化に向けた研

究の一環として、 等と連携し、下水サーベイランス等の患者からの直接的な検体採取を伴わな
いサーベイランスを平時から実施し、その分析結果等について定期的に公表する。（厚生労働省、国
土交通省）」と記載されています。
また、注釈 に「 有事の感染症サーベイランスにおいても、中略 下水サーベイランス等の複
数のサーベイランスを実施する。」と記載されています。

新型インフルエンザ等対策政府行動計画 （令和６年６月 日時点案）
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            2024 年 7 月 3 日
  

「「新新型型イインンフフルルエエンンザザ等等対対策策政政府府行行動動計計画画」」（（令令和和６６年年 77 月月 22 日日閣閣議議決決定定））にに 
「「下下水水ササーーベベイイラランンスス」」がが記記載載さされれままししたた 

 
次なる感染症危機へ行動計画をまとめた「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」が令和 6 年 7月
2 日に閣議決定されました。昨年 9 月から政府の新型インフルエンザ等対策推進会議において政府行
動計画改定の議論を重ね、今春のパブリックコメントを通じて得られた国民の意見を反映し、2013
年の策定以来、初めて抜本的に改正されました。政府行動計画は、次なる感染症危機への平時の備え
を充実させるとともに、平時から有事への移行をスムーズなものとし、国民の皆様に安心と安全を届
けるために必要不可欠なものです。
その行動計画の中で、「下水サーベイランス」は、「新技術」として p47に記載されるとともに、「1-
2. 平時に行う感染症サーベイランス」(p79)に「国は、感染症サーベイランス体制の強化に向けた研
究の一環として、JIHS（注：国立健康危機管理研究機構 2025 年 4月に設立予定）等と連携し、下
水サーベイランス等の患者からの直接的な検体採取を伴わないサーベイランスを平時から実施し、そ
の分析結果等について定期的に公表する。（厚生労働省、国土交通省）」と記載されています。
また、注釈(p81)に「101 有事の感染症サーベイランスにおいても、(中略)下水サーベイランス等の複
数のサーベイランスを実施する。」と記載されています。
詳しくは内閣感染症危機管理統括庁のホームページをご覧ください。
新型インフルエンザ等対策政府行動計画 （令和６年 7月 2 日閣議決定）
https://www.caicm.go.jp/action/plan/files/gov_action_plan.pdf



　 

　 

  




